
※　契約者が生活保護受給者や経済的困窮者と認められた場合は、減免措置があります。

※　養護老人ホームは、基本的に介護を要する入所要件ではないため自立されている方が入居される

　　施設であります。そのため、介護を要する方は、介護部屋が空いていればご利用は可能ですが、

　　空いていない場合はご利用できません。利用をご希望の際は、適宜、ご相談ください。

要支援２

450円 650円 600円 133,500円

2,750円 450円 650円 600円 133,500円

夕食

食費（食）

金額（月）

一般（非該当）

要支援１

※参考30日計算
要介護度

朝食 昼食

2,750円

2,750円 450円 650円 600円 133,500円

3,750円

3,750円

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

450円 650円 600円 156.000円

3,500円 450円 650円 600円 156.000円

3,500円

契約入所の利用料金表

2023.04.01

450円 650円 600円 163,500円

利用料（日）

450円 650円 600円 163,500円

3,750円 450円 650円 600円 163,500円

の内容は…
利用料金

◆養護老人ホームに入居したいが課税世帯で対象外となってしまった…。

②被災者 ◆短期入所利用しているが30日を超えてしまう…。

◆DVなどの被害を受け一時避難をしたい…。

◆旅行などで施設に預けたいが介護給付の限度額をすでに超えている…。

◆措置入所したいが福祉事務所の決定まで時間がかかるため、その間に

契約入所し、措置決定後に措置入所に切り替えたい…。

◆契約入所後、支払いの継続が心配なため、措置入所を検討したい…。

こんな時に
ご利用を・・・

社会福祉法人 両崖福祉会

高齢者複合支援施設 喜 重 苑

☎ 0284（22）3338

fax 0284（22）3337

足利市今福町397-1

E‐meil  info@seimeien.or.jp


